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日本貸金業協会 

収入証明書提出の啓発活動を実施 
 
 

日本貸金業協会（以下：協会）は、今年６月までに完全施行予定の改正貸金業法により、
一定の借入れがある場合に貸金業者に対して収入証明書等の提出が必要になることから、資
金需要者に対して事前に理解を促し、困惑する資金需要者等の発生防止を目的として、本日、
下記の新聞広告およびバナー広告（3 月 8 日より）を出稿いたしました。 
 

また、法改正内容専用ホームページ内に専用のコンテンツも開設いたしました。 

 

記 

１．新聞広告概要 

【出 稿 日】3 月１日（月）、３月８日（月） 

【出稿紙等】全国紙 3 紙・・半５段モノクロ広告 

      Yahoo! JAPAN ニュースネットワークスクエアモジュール（3 週間） 

【デザイン】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

２．啓発手段 

  新聞広告・バナー広告のスペースでは限りがあるため、協会ホームページ内の 

法改正専用ホームページへ誘導し、詳細を解説する仕組みとしています。 

また、同コンテンツでは改正貸金業法の概要及び資金需要者等に影響する事項について 

分かりやすく解説しています。 

（法改正専用ホームページ） www.0570-051-051.jp 

 

以  上 


